
１．住民意識調査結果

満足度：「満足である」、「どちらかと言えば満足である」を合計した割合から、「どちらかと言えば不満である」、「不満である」を合計した割合を差し引いたもの

優先度：「優先すべき」、「やや優先すべき」を合計した割合から、「あまり優先しなくてよい」、「優先しなくてよい」を合計した割合を差し引いたもの

２．施策の目標

進捗状況の区分　　↑：目標以上の成果があった　　→：目標どおりの成果があった　　↓：目標に至らなかった　　△：遅延・未着手等　　×：見直し・廃止等

３．施策に係る経費

４．施策傘下事務事業　　※別紙のとおり
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後期計画における施策展開のビジョン

決　　算

23年度

Ｈ２３年度の狙い
・身近なところでも相談できるよう、消費生活相談員による、ワンストップ行政サービ
スに努めます。
・被害防止のため、啓発資料の配布や啓発運動を実施いたします。

・消費者相談の形態は、電話による相談がほとんどであるので、専門的知識の習得に
努めるとともに、消費生活相談員の配置など、相談方法等も創意工夫して行きます。
・消費者団体の協力を得て、定期的に被害防止の啓発に努めます。

現下の社会情勢をみると、多重債務や悪質商法など、町民が安心して消費生活を
営むことができない社会になっている中で、消費生活に対する相談業務が増加傾
向であることはわかるが、施策展開をしていく上で、専門的な知識を持った方を配
置し、相談窓口を設置することが望ましいのか、県消費生活センターとの役割分担
や関係機関と連携し、十分な議論をしながら、町としてすべきことを見強め、選択と
集中が図られた施策展開を検討していくこと。

総合評価
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23年度

事業費（傘下事務事業費計）の推移　【単位：千円】
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・特定商取引法に関する、本町住民からの相談が年２００件近くあり、県より町に消費生活センターの設置
を要請されています。
・多重債務相談がありますが、現在の職員体制では対応できないので、法テラスを通し弁護士を紹介して
います。
・全国的に多重債務の返還請求が多く、貸金業が破綻し始まっています。
・平成21年に消費者庁が誕生し、消費者行政が強化されています。担　当
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